
 

 

平成 22 年３月１日 

 

独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 中期目標(第２期) 

 

 
独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 29 条第１項の規定に基づき、

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）が達成す

べき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

 

 なお、本中期目標は、現行制度を前提としたものであり、高速道路の原則無料化

等を踏まえた機構の組織・業務に関する検討の進捗に応じて、本中期目標を適時に

見直すこととする。 

 

 

 

Ⅰ 中期目標の期間 

 

中期目標の期間は、平成 22 年４月１日から平成 25 年３月 31 日までの３年間と

する。 

 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

 

１ 組織運営の効率化 

機構は、効率的な業務運営が行われるようその組織を整備するとともに、業

務や組織の在り方について継続的に点検を行い、機動的に見直しを実施するこ

と。 

 

２ 業務リスクの管理 

① 会社（高速道路株式会社法（平成 16 年法律第 99 号。以下「道路会社法」

という。）第１条に規定する会社をいう。以下同じ。）との協定の締結に当た

っては、金利、交通量、経済動向等の見通しについて十分に検討するととも

に、従前の高速道路事業の実施状況も踏まえつつ、適正な品質や管理水準が

確保されることを前提とした上で、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災

害復旧その他の管理の内容、貸付料の額及び貸付期間、会社が徴収する料金

の額及びその徴収期間、会社から引き受けることとなる債務の限度額等を定

めること。      

② 債務返済の見通しについて、常時、できる限り定量的に把握し、適切な債

務の残高の管理に努めること。 

また、おおむね５年ごとに、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機

構法（平成 16 年法律第 100 号。以下「法」という。）第 12 条第１項の業務の

実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると

認めるとき又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、



 

 

これに対応して協定を変更する必要があると認めるときは、債務の返済等が

確実かつ円滑に行われるとともに、高速道路の管理が適正かつ効率的に行わ

れるよう、必要に応じて、適切な措置を講ずること。 

なお、平成 20 年 11 月の交通需要推計によれば、現行協定の前提となった

交通需要推計よりも今後交通量が減少傾向にあることが示されており、今後、

高速道路料金収入の減少など、道路資産の貸付料に対する影響が認められる

場合には、新規引受債務の限度額等について精査し、債務返済計画を見直す

こと。その際、計画管理費については、前中期目標期間中において、３年連

続で３％から５％程度、実績が計画を下回っていることから、道路が常時良

好な状態に保たれるよう留意しつつも、その算定を厳格に行うこと。 

③  債務返済に係る借換資金等の資金調達に当たっては、将来の借換えに伴う

金利上昇リスクを軽減することに加え、支払利子を圧縮する観点から、例え

ば金利の変動状況を踏まえつつ短期の債券の発行を行うなど、更なる調達の

多様化を図ること。 

 

３ 業務コストの縮減 

機構は、必要最小限の組織として、業務運営全体の効率化を図り、業務コス

トを縮減すること。このうち、一般管理費（退職手当を除く人件費を含む。）に

ついては、前中期目標期間の最終年度（平成２１年度）と比較して、本中期目

標期間中に３％を上回る削減を達成すること。 

 

 

４ 入札及び契約の適正化の推進 

契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成

２１年１１月１７日閣議決定）に基づき、競争性のない随意契約の見直しを更

に徹底して行うとともに、一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をい

い、競争性のない随意契約は含まない。）についても、真に競争性が確保されて

いるか、点検・検証を行い、取組状況を公表すること。 

 

５ 積極的な情報公開 

機構の業務運営に関する透明性の確保を図り、機構が行う業務についての説

明責任を果たすため、財務諸表等の法定の開示事項に加え、道路資産の保有及

び貸付けの実態並びに債務の返済状況について、積極的な情報公開を行うこと。

その際、広く国民に対し広報に努めるとともに、投資家や研究者が必要とする

情報についても積極的な情報開示に努めること。さらに、会社に対しても、積

極的な情報開示を促すこと。 

また、広く国民に効率的かつ効果的に情報が伝わるようホームページ等

を積極的に活用すること。 

 

６ 業務評価の実施 

業務の効率性及び透明性の向上を図るため、業務実績の評価を実施すること。 

 

 



 

 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

機構は、協定に基づき、会社と連携協力しつつ、以下に掲げる高速道路に係る

道路資産の保有及び貸付け、債務の返済等の業務を実施することにより、高速道

路に係る国民負担の軽減を図るとともに、国民が良好な高速道路網を活用できる

よう、会社による高速道路事業の円滑な実施を支援する目的を達成すること。 

 

１ 高速道路に係る道路資産の保有、貸付け 

① 機構は、高速道路に係る道路資産の内容を適正に把握すること。 

② 機構は、貸し付けた道路資産が適切に良好な状態に保たれるように維持し、

修繕されるよう、管理の実施状況の確認等を行うこと。 

 

２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 

① 機構は、会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料については、機構が

収受する占用料その他の収入と併せて、債務の返済に要する費用等を機構の

設立後 45 年以内に償うものとなるよう定めること。 

その際、毎事業年度の貸付料の額については、会社が徴収する料金収入及び

高速道路の管理費の将来の見通しを勘案して定めること。 

② 機構は、承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済を実施

するため、次に掲げる点に留意し、債務の管理を適切に実施すること。 

１）高速自動車国道及び本州四国連絡高速道路（道路会社法第５条第２項第

６号に定める高速道路をいう。以下同じ。）に係るそれぞれの有利子債務に

ついては、毎事業年度末における機構の債務の残高が民営化時点における

承継債務の総額を上回らないこと。 

２）首都高速道路（道路会社法第５条第２項第２号に定める高速道路をいう。

以下同じ。）、阪神高速道路（道路会社法第５条第２項第５号に定める高速

道路をいう。以下同じ。）並びに高速自動車国道、首都高速道路、阪神高速

道路及び本州四国連絡高速道路以外の高速道路に係るそれぞれの有利子債

務については、毎事業年度末における機構の債務の残高が民営化時点にお

ける承継債務の総額を極力上回らないよう努めること。 

３）各会社が高速道路の新設、改築等に要する費用に充てるために負担した

債務について機構が各会社から引き受ける額（法第 12 条第１項第５号又は

第６号の規定による無利子貸付けにより行う災害復旧に要する費用に係る

ものを除く。）は、それぞれ各会社から徴収する貸付料を充てて返済する

ことができる範囲内であること。 

４）全国路線網に属する高速道路（法第 13 条第２項に規定する全国路線網に

属する高速道路をいう。以下同じ。）にあっては、東日本高速道路株式会

社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社から徴収する貸

付料を充てて返済を行う債務の額を会社ごとに試算し、各会社から徴収す

る貸付料を充てて行われるそれぞれの返済の達成状況を把握し、その内容

を公表することとし、各会社の経営責任の明確化を図ること。 

５）全国路線網に属する高速道路以外の高速道路にあっては、業務実施計画

（法第 14 条第１項に規定する業務実施計画をいう。）の対象となる高速道

路ごとの債務について、各会社から徴収する貸付料を充てて行われるそれ



 

 

ぞれの返済の達成状況を把握し、その内容を公表することとし、各会社の

経営責任の明確化を図ること。 

③ 債務返済の見通しについて、常時、できる限り定量的に把握し、適切な債

務の残高の管理に努めること。 

 

３ 会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるため

に負担した債務の引受け 

① 機構が会社から引き受けることとなる債務の限度額（以下「債務引受限度

額」という。）は、事業費の管理を適切に行うことができる範囲を単位として、

適正な額を設定すること。 

② 債務引受限度額を見直す場合には、見直し前の額を基準に適正な額を設定

すること。 

③ 機構が会社から引き受ける債務の額は、対象となる道路資産に対し、適正

なものであること。 

④ 道路資産が機構に帰属する場合には、当該道路資産の内容の確認を適正に

実施すること。 

 

４ 会社に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築又は修繕のための

無利子貸付け 

機構が国又は首都高速道路若しくは阪神高速道路に係る出資地方公共団体か

ら交付される首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築又は修繕のための出

資金又は補助金について、国等と緊密な連携の下、これらの資金を財源とした

会社に対する適切な無利子貸付けの貸付計画を策定するとともに、当該出資金

又は補助金が交付された場合には、会社による事業が速やかに実施されるよう、

事務手続の効率化に配慮し、遅滞なく会社に対し無利子貸付けを実施すること。 

 

５ 会社に対する災害復旧のための無利子貸付け 

機構は、国又は首都高速道路若しくは阪神高速道路に係る出資地方公共団体

から災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして補助金

が交付された場合には、会社による速やかな災害復旧及び安全かつ円滑な交通

の確保に資するよう、事務手続の効率化に配慮し、遅滞なく会社に対し無利子

貸付けを実施すること。 

 

６ 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長

するための仕組み 

コストの縮減は国民負担の軽減に寄与するものであり、その成果は国民に還

元されるべきものであることから、会社が、適正な品質や管理水準を確保した

上で経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する

費用の縮減を行うよう、会社に促す仕組みを適正に運用すること。 

 

７ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者の権限の代行その他の業務 

道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第７号）に基づく道路管理者の権限の代



 

 

行その他の業務について、会社その他の関係機関と密接な連携を図りつつ、適

正かつ効率的に実施すること。 

また、その事務手続の在り方については、継続的に点検を行い、必要に応じ

て見直しを実施すること。 

 

８ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法

に規定する業務 

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法

（昭和 56 年法律第 72 号）に規定する業務の実施に当たっては、本州四国連絡

高速道路株式会社と連携を図りつつ、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定

期航路事業等に係る影響の軽減を図ること。 

 

９ 本州四国連絡鉄道施設に係る業務 

本州と四国を連絡する鉄道施設について、鉄道事業者から当該施設の管理費

用等に充てるために必要な利用料を確実に徴収し、適切に当該施設の管理を行

うこと。 

 

１０ 業務遂行に当たっての取組 

業務遂行に当たっては、以下の取組を実施し、国民に対するサービスの向上、

高速道路の利用促進及び技術開発への貢献に努めること。 

① 国及び出資地方公共団体並びに会社との緊密な連携の推進 

業務の実施に当たっては、国及び出資地方公共団体並びに会社との緊密な連

携を図ること。 

② 高速道路事業の総合的なコストの縮減 

協定の締結又は見直しに際しては、高速道路の新設、改築、維持、修繕、

災害復旧その他の管理について、会社の継続的かつ自律的な効率化を促すよ

う措置すること。 

③ 高速道路の利用促進 

債務の返済に要する費用等を機構の設立後 45 年以内に償う前提で、必要な

高速道路網の整備と併せ、より高速道路の利用を促進する施策を推進するよ

う会社に促すこと。 

なお、高速道路利便増進事業について、交通状況、減収額、利用者の利便

性等を把握し、必要に応じて計画の変更を行いつつ、効果的に運用すること。 

④ 高速道路事業に関する新技術の開発等の促進 

費用の縮減を助長するための仕組みを通じて、会社に対し、高速道路の新

設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に当たってのコスト縮減、安

全性や資産価値の向上等を図るための新技術の開発等を促すこと。 

⑤ 環境への配慮 

物品等の調達を行うに当たっては、環境物品等の調達により、環境への負

荷の低減に配慮すること。 

また、会社に対し、高速道路の整備や料金施策等の実施に際して、環境の

保全と創出に配慮するよう促すこと。 

⑥ 危機管理 

会社及び関係行政機関と協力して、大規模な交通事故、地震災害等不測の



 

 

事態が生じたことによる影響を最小限度にとどめるための体制を確立し、日

頃から高速道路の供用に重大な影響を与える事態を想定した情報の収集、伝

達等に関する訓練を実施することにより、当該事態の発生時には迅速かつ的

確な対応を図ること。 

 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 財務体質の強化 

債務の計画的な返済に必要な毎事業年度の貸付料を収受するなど、業務活動

による収入の確保を図るとともに、業務コストの縮減を進め、債務の早期の確

実な返済を図ること。 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ 人事に関する事項 

① 職員の能力及び実績を適正かつ厳格に評価し、その結果を処遇に反映させ

るとともに、適材適所の人員配置とし、職員の能力の向上を図ること。 

② 業務運営を効率化し、人員の抑制に努めること。 

③ 人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から５年

間で５％以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を引き続き着実に実施

し、さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年 7

月 7 日閣議決定）に基づき、平成 23 年度まで人件費改革の取組を継続すると

ともに、中期目標期間を通じて国家公務員に準じた人件費縮減の取組を行う

こと。 

また、給与水準の適正化については、 国家公務員の給与構造改革を踏まえ

た給与体系の見直し、管理職の削減、配置の適正化を含めた組織体制の見直

しを図ることなどにより、引き続き着実にその取組を進めるとともに、その

検証結果や取組状況を公表すること。 


